


　国土交通省では、矢作川流域の方々のこ意見を踏まえて平成21年7月に国が管理する区間の「矢作川水系河川整備計画」を策定しました。今後、矢作川における治水、利水、環境、維持管理等の課題を解決し目標を達成していくためには、
川の中だけの視点ではなく、水のつながりという視点で山から海までの流域圏(※1)全体を対象として、多様な課題の解決に向けて市民、関係機関、有識者の方々等と一緒に話し合い、役割をもちながら連携・協働して行うこ
とが必要であり、調和のとれた流域圏全体の発展につながると考えています。このため、国土交通省豊橋河川事務所では、多様な課題の情報共有·意見交換の場として、矢作川流域圏に係る個人・市民団体等、
関係団体、学識経験者、国、県、市町村の関係行政機関で構成する「矢作川流域圏懇談会」を平成22年8月28日に設立(※2)しました。ついては、流域圏懇談会の趣旨に賛同し、こ協力いただける個人・市民団体・
NPO法人・企業等の公募を行っています。
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※3：森林組合、漁協、土地改良区、中電、矢水協など

※4：国交省、環境省、農水省、林野庁、愛知県、岐阜県、長野県など

※3
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①全参加者で課題の洗い出しを行い、各課題の関係と山 ·川・海との関係を見える化します。
②課題の見える化から、解決手法を検討 ·実証し、民（産含む）・学・官のそれれがぞ連携し何を行動するかを見つけ、解決へとつなげます。

市民部会状況

参加組織
（平成 31 年 2 月時点）

【民(個人・市民団体等）】個人 31 人、市民団体等の 44 団体

【民(関係団体）】森林組合、漁業協同組合、土地改良区、中部電力(株)、

　　　　　矢作川水源基金、矢作川沿岸水質保全対策協議会等の 18 団体

【学(学識経験者)】16 人　　　　

【官(行政機関)】3省 1庁、3県 13 市 4 町 2 村
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